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「指定ごみ袋購入チケット」の廃止について 

 

令和４年４月１日から、指定ごみ袋購入の際に「指定ごみ袋購入チケット」が不要となります。 

ごみ袋の購入方法は以下のとおりです。 

 

市では、平成２２年度からごみ処理有料化を実施し、１袋４０円の処理手数料を負担いただい

ています。有料化と同時に、ごみの排出抑制や、資源物分別の推進、負担の公平化のため「指定

ごみ袋購入チケット」により、指定ごみ袋の購入枚数を制限しています。チケットは毎年度、各世

帯人員に応じて市から配布しています。 

 

令和３年６月に市民へのアンケート調査を行ったところ、「チケットは不要」が６１％、「チケットの

継続」が３９％という結果になりました。 

この結果を踏まえ、市および環境審議会で検討を重ねた結果、市民にごみの排出抑制や分別

の意識が根付いており、指定ごみ袋の購入制限を撤廃してもごみ処理に支障がないと想定され

ることなどから、令和４年度から「指定ごみ袋購入チケット」を廃止することといたしました。 
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